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今年度のパイロット事業の実施方針について（案） 

 

 

１．背景・経緯（※資料１－２に対していただく御指摘を踏まえ適宜修正予定） 

（１）生物を用いた水環境の評価・管理（改善）手法について 

○生物を用いた水環境の評価・管理（改善）手法（以下「本手法」という。）は、事

業場排水を対して用いた場合、 

・現行の排水基準には適合する事業場が、自らは予期・認識していなかった排水（に

含まれる化学物質）の生態リスクを把握し、その結果を踏まえて排水に含まれる

生態毒性を有する化学物質の削減（排水改善）を自主的に行うことを可能とする

場合がある 

・事業者（排水を公共用水域等に排出する事業場を所有する事業者を想定。以下断

りのない限り同様。）の経営方針等によっては、その活用により、生物多様性保

全等の環境保全の観点から CSR 活動及びそのアピールの一環となる場合がある 

・これらの取組を実施する過程で、事業者の自主的な判断により生態毒性を有する

排水中化学物質の削減等が行われた場合には、事業場排水の排出先の公共用水域

における水生生物の保全に資する場合がある 

といった、従来の排水基準を遵守する取組を補完する意義があると考えられる。 

 

（２）これまでの環境省における関連する検討等の経緯 

○平成 21～24年度 

・環境省では、本手法について、専門家から構成される検討会からの技術的助言等

を受けつつ、平成 21～22 年度に、米国等の諸外国で用いられている全排水毒性

を評価する生物応答試験（Whole Effluent Toxicity（WET）試験）等を参考に、

同様の試験を国内で実施する場合に考えられる試験法の検討、試験精度の確保等

に当たっての課題の整理、これらのための個別に協力が得られた事業場の排水を

対象とした試行的な試験等を実施。 

・平成 23～24 年度には、それぞれ複数の試験分析機関等の協力を得て、試験精度

の確認等を実施。 

・これらの各年度事業の実施結果等を踏まえ、平成 24 年度までに、国内で排水を

対象とした生物応答試験を実施する場合の試験法の案を作成。 

○平成 25～26年度 

・専門家から構成される検討会からの技術的助言等を引き続き受けつつ、平成 24

年度までに作成した生物応答試験法の案を用いて事業場排水の改善を行おうと

する場合に必要な排水毒性の原因調査や排水改善に関する技術的な検討を行う

こと等を目的に、公募により選定した事業場の排水を対象に、生物応答試験を実

施するとともに、排水水質に係る個別項目（当該事業場に係る水質汚濁防止法の
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測定対象項目等）を測定し、排水毒性の原因の推定等を可能な範囲で試行的に実

施。 

・これらの事業は毒性原因について体系的な調査等を行ったものではなく、また、

事業実施期間内には事業者による排水改善等が実施されるには至らなかったこ

とから、排水改善等に係る具体的な手順や方法といった事業場にとっての技術的

な課題への対応方策については、今後も検討が必要とされた。 

・他方、事業者が本手法を活用する場合の課題として、上記のような技術的な課題

だけでなく、試験結果の取扱いといった社会的な課題があることが指摘され、こ

れらに対しても今後取り組むことが必要とされた。 

○平成 27年度 

・平成 27年 11月、これまでの技術的検討等により得られた知見等を踏まえ、国内

で水環境の評価・管理（改善）のために生物を用いた手法を活用する場合に考え

られる試験法、課題等について、「生物応答を利用した排水管理手法の活用につ

いて」（生物応答を利用した水環境管理手法に関する検討会報告書。以下「報告

書」という。）として整理し、とりまとめ公表。また、報告書に関する意見や知

見の募集を実施。 

○平成 28年度 

・平成 28 年６月より、これまでの検討等で得られた知見も踏まえつつ、専門家か

ら構成される従来の検討会より幅広い専門家や関係者の参加を得て本手法に関

する検討を進めるため、「生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討会」

（以下「検討会」という。）を開催。 

 

２．本事業の目的 

○本手法には１．（１）に示すような意義があると考えられるが、国内での実施事例

は限られており、また、これまでの検討会等における検討等を踏まえると、こうし

た本手法の意義等について事業者を含めた関係者の間で十分な理解が広がってい

るとは言い難い状況にある。 

○また、本手法の普及に向けては、手法の意義についてだけでなく、本手法の実施過

程で得られる生物応答試験の結果や本手法を事業場排水の改善等に用いる場合の

技術的な有効性、課題・限界等についても、関係者が適切に理解できるようにして

いくことが、今後重要と考えられる。 

○これらの課題に対する対応方策を検討していくためには、これまでの検討等で得ら

れた知見も踏まえつつ、試験結果の持つ技術的な意味や、本手法を排水改善等に用

いる場合の技術的な有効性、課題や限界等について、今後、事業者を含めた関係者

が可能な限り共通の理解を持つことができるような形で知見を収集・整理していく

ことが必要だと考えられる。 

○かかる知見の収集・整理に向けて、本事業では、本手法を活用する事業場にとって
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の排水毒性原因の調査、排水改善等に係る具体的な手順や方法といった技術的な課

題や、試験結果の取扱いといった社会的な課題等について、更に具体的な実態を調

査することを目的とする。 

 

３．事業の概要 

（１）生物応答試験等の方法等 

過年度の環境省調査事業において得られた生物応答試験等の結果との比較、考察等を

可能な限り行いやすくするため、次のとおりとする。 

 

○報告書で示された慢性毒性試験法（試験生物種、試験排水濃度、採水地点・方法等）

を用いる。 

○本事業における排水の生態毒性の原因調査や排水改善に係る技術的な可能性や経

済的側面を調査（４．（１）①参照）する対象は、10倍超排水を希釈しても生態毒

性が検出された排水を排出する事業場（以下「排水から生態毒性が検出された事業

場」という。）とする。ただし、当該事業場から、上記以外の場合であっても自主

的に排水改善等を行いたい旨申し出があった場合には、この限りではない。 

○全事業場共通で行う生物応答試験は、基本的に事業場毎に１回、報告書の試験法に

従って３生物種（魚類、無脊椎動物及び藻類）の試験を実施するものとする。ただ

し、試験精度に懸念が生じた場合、試料の代表性等について検討が必要と考えられ

る場合等においては、その限りでない。 

○また、排水から生態毒性が検出された事業場に係る追加的な試験の具体的な実施方

法、回数等については、個別の事例に応じ、各事業場と協議しつつ決定するものと

する。 

○毒性原因の調査や排水改善等の検討は、米国環境保護庁が発行している毒性削減評

価（Toxicity Reduction Evaluation）ガイダンスも参考としつつ、個別の事例に

応じ、各事業場による具体的な検討を環境省請負先（国立研究開発法人国立環境研

究所。以下同様。）が支援するものとする。 

  

※以下断りのない限り、「生物応答試験」とは上記の方法を指すこととする。 

※本事業の対象となる事業場においては、排水を対象とした生物応答試験に係る毒性デー

タと併せて、当該事業場に係る排水規制適用項目等についての水質データを取得するこ

とを想定。 

 

（２）事業実施対象事業場の数（予定） 

１０事業場程度 
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（３）事業実施対象事業場の選定方法 

○実施対象事業場の選定方法 

・本実施方針を踏まえて環境省及びその請負先（以下「環境省等」という。）にお

いて事業実施要領を作成し、協力事業者を公募して選定する。 

 

○応募事業場数が上限を超えた場合の対象事業場選定時の考え方 

・応募事業場数が上限を超えた場合、環境省等は、特定の業種を優先して選定する

ことは行わず、かつ業種、排水プロセス等の多様性が確保されるように留意する。 

・上記の範囲内で、次の条件のいずれか該当する事業場が公募に対して応募してき

た場合には、これらのいずれにも該当しない事業場よりも優先して選定すること

とする。なお、異なる一つの条件のみに該当する事業場を選定時に比較する必要

が生じた場合等には、環境省等は検討会座長の了承を経て対象事業場を選定する

こととする。 

 

ア）平成 21～22年度又は平成 24～26年度の環境省調査事業において排水サンプ

ルの提供等に係る協力を行った事業場のうち、排水サンプルから生態毒性が

検出され、その結果等を踏まえ、当該年度の環境省調査事業終了後に毒性原

因の調査や排水改善等を自主的に実施した、実施中又は実施しようとしてい

る事業場 

イ）本事業において行われた生物応答試験等の結果等について、当該事業場の自

主的な判断として事業場名とともに公表することを応募の際に可能な旨を表

明した事業場（あくまで当該事業場を所有する事業者の自主的な判断で表明

された場合に限る。なお、本事業で得られた事業場等に係る企業情報の取扱

いについては、６．参照。） 

ウ）中間体などのリスク評価を行うことが難しい化学物質を最終製品の製造過程

で生成する事業場 

エ）排出する排水中に多種類の化学物質が含まれると考えられる事業場 

 

４．事業の実施を通して情報収集を行う事項 

（１）試験及び情報収集を行う際の視点（※下線部は過去の環境省事業とは異なるもの

又は更に知見の収集が必要なもの。） 

①事業場排水を対象に生物応答試験及びその結果を踏まえた排水改善等を実施する

場合の技術的課題等 

・報告書の試験法を用いて、事業場排水の生態リスクの評価が適切に行えるのか

（塩分、塩素、海水等による影響をどのように評価時に考慮するのか等）。 

・生物応答試験を実施した結果、排水から生態毒性が検出された事業場について、

どのような排水プロセスや排水関連施設の設置状況等の下で排出されるどのよ
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うな性状（安定性、含有される化学物質の種類数等）の排水の場合において、

どの程度まで、生態毒性の原因となった物質（群）やその発生元の調査（※）

やその結果を踏まえた排水改善が技術的に可能なのか。 

・排水毒性の削減に至った（または削減が可能となる見込みが得られた）事例が

あった場合、削減はどのようなプロセス、方法、手順などで行われ（又は実施

可能で）、その際の課題としてどのようなことが挙げられるか。 

・これらの原因調査や排水改善を行う（行おうとする）場合のコストや対応に必

要な期間はどの程度か。 

・生物応答試験実施の際に、試験生物種の品質管理や安定供給等に関して具体的

な課題や懸念は生じたのか。生じたとすれば、それはどのようなものか。 

 

    ※当該事業場の協力を得つつ、必要に応じ、本事業の全ての対象事業場を対象として別

途取得する排水規制適用項目等に係る水質データ項目以外の水質データ等について

取得したり、追加の生物応答試験を実施することを想定。 

 

②事業者にとっての生物応答試験等を実施するメリット、課題、懸念等 

・排水から生態毒性が検出された事業場、検出されなかった事業場のそれぞれに

ついて、事業者にとって生物応答試験等の実施（事業への協力）にどのような

メリットがあったか。 

・また、実施を通じてどのような課題（技術的なものだけでなく、社会的なもの

を含む。）や懸念等があった（生じた）か。 

・排水から生態毒性が検出された事業場において、その原因物質（群）の推定又

は特定が行えた場合、当該原因は事業者にとってどの程度予測されていた（予

測可能な）ものであったか。 

 

（２）試験及び情報収集を行う事項（※下線部はこれまで未実施又は未収集のもの。な

お、収集した情報の取り扱いについては、６．参照。） 

①生物応答試験等の実施により調査する事項又はその準備のために必要な事項 

≪想定する試験実施・情報収集先≫ 

事業場を所有する事業者 

  

≪試験実施に先立ち情報収集を行う事項≫ 

 （全事業場共通） 

・事業場の業種、施設の種類等に関する一般的な情報 

・排水の採水地点・方法を決定するために必要な事業場情報（排水口の位置・数、

排水プロセス等） 

・排水の生態毒性の原因調査や排水改善に係る技術的可能性又は経済的側面を調
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査することとなった場合又は応募事業場数が上限を超えた場合の対象事業場選

定に必要となる排水関連施設の設置状況、排水性状の安定性、含有されること

が想定される化学物質の種類数とその内訳等 

 

≪試験実施等により調査する事項≫ 

 （全事業場共通） 

・生物応答試験の実施により得られる排水の生態毒性データ 

・当該事業場に係る排水規制適用項目等についての水質データ 

・その他上記データ取得のために必要な事項（※必要な場合。具体的な内容は、

各事業場の実情を踏まえつつ、各事業場と協議しつつ決定。） 

   

（排水から生態毒性が検出された場合）（※詳細は事例に応じて対象事業場と協議し

つつ決定する） 

・検出された生態毒性の原因調査のために実施する追加的な生物応答試験や水質

データ測定の準備又は実施可能性の判断のために必要な技術的な情報、実施に

見込まれるコスト、期間等 

・上記試験・測定の実施結果（※実施可能な場合） 

・上記試験・測定の結果等を踏まえて推定又は特定された毒性原因物質（群）に

係る情報（※推定等が可能であった場合） 

・上記の原因調査等の結果を踏まえて事業場の自主的な判断により排水改善が行

われた場合の改善の内容及びその効果 

 

②①以外に関係者から聴取を行う事項 

≪想定する情報収集先≫ 

事業場を所有する事業者、生物応答試験を実施する分析事業者（一部項目のみ） 

 

≪情報収集を行う事項≫ 

（事業場を所有する事業者から聴取する事項） 

・生物応答試験等を実施（事業に協力）したメリット 

・事業実施を通じて認識された（生じた）課題、懸念等（この中で、「生物応答試

験実施の際に、試験生物種の品質管理や安定供給等に関して具体的な課題や懸

念は生じたのか。生じたとすれば、それはどのようなものか。」という点も併せ

て聴取） 

・排水から生態毒性が検出された事業場において、その原因物質（群）の推定又

は特定が行えた場合、当該原因はどの程度予測されていた（予測可能な）もの

であったか 
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（生物応答試験を実施する事業者から聴取する事項） 

・生物応答試験実施の際に、試験生物種の品質管理や安定供給等に関して具体的

な課題は生じたか 

・生じたとすれば、それはどのようなものか 

・報告書の生物応答試験法の実施コスト低減の見込み（試験法の簡素化等が行わ

れた場合の見込みを含む） 

 

≪備考≫ 

・主な情報収集先として上記が想定されるが、事例に応じ、他の関係者から情報

収集することを妨げない。（例：事業場が自社名とともに試験結果を公表する場

合、事業場が所在する地方自治体からも情報収集する） 

 

５．事業のスケジュール（予定） 

 ○９月上旬～１０月中旬 事業実施対象事業場の公募（公募期間：約１ヶ月半） 

 ○１０月中  対象事業場の選定 

 ○１１月頃～翌２月頃 生物応答試験等の実施 

 ○翌２～３月  本検討会への結果報告 

 

６．事業実施に当たっての留意事項 

○事業を通じて得られた事業者情報の取り扱い 

・４．に掲げた事項は、本事業に協力した事業者が不利益を被ることがないよう、

事業者が特定されず、かつ企業機密（例：機密情報に当たる製造プロセスの詳細、

製造、使用等される具体的な化学物質名など）が秘匿される範囲（事業者自らが

自社名等を公表可能とする場合を除く。）で、検討会での今後の議論に供せられ

るよう原則として公表され得るものとする。 

・ただし、どの範囲の情報を公表することで事業者の特定に至るかは事例により

様々と考えられることから、その具体的な事例に応じ環境省等が事業者と個別的

に調整した上で判断する。 

 

○生物応答試験、排水改善等の実施に係る経費等 

・本事業における生物応答試験や水質データの取得（いずれも排水から生態毒性が

検出された場合の原因調査に係るものを含む。）の実施に係る費用は環境省請負

先が負担する。 

・事業対象となった事業場は、生物応答試験のために必要となる排水試料の採取及

び試験実施機関への輸送を、環境省請負先が指定した方法で実施する。 

・排水から生態毒性が検出された場合、毒性原因の調査結果等を踏まえて排水改善

を実施するかどうかは、排水規制等の現行法令を遵守する限り、各事業場の自主
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的な判断によるものとする。 

・各事業場は、必要な場合には、環境省請負先に生物応答試験の実施、排水改善等

に係る技術的助言等を求めることができるものとする。 


